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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

政策評価結果を受けて
改善すべき点

特になし

評価結果の予算要求等
への反映状況

事業の実施状況等を踏まえ、効率的な運用を図ることなどで、予算規模の縮小を検討しているが、早急な対策が求められている分
野については拡充を図るなど、施策目標の達成に向け、メリハリをつけた措置を講じてたところ。

不用額（千円）
5,442,347 8,937,006

＜0＞ ＜0＞

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）
34,452,274 59,508,222

歳出予算現額（千円）
39,894,621 68,445,228

＜0＞ ＜0＞

流用等増△減額（千円）

予備費使用額（千円）

-

前年度繰越額（千円）

（ 補 正 後 ）
39,894,621 68,445,228

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
38,235,667 39,935,274 66,584,767 66,134,477

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
公共職業安定機関等における需給調整機能を強化する
こと

評価方式 実績 Ⅳ－１－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 都道府県労働局

Ａ 2 労働保険特別 雇用勘定 ▲ 1,760,920

Ａ 3 労働保険特別 雇用勘定

Ａ 4

合計
66,584,767 66,134,477

▲ 1,760,920

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

▲ 1,760,920

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計 66,584,767 66,134,477

職業紹介事業等の実施に必要な経費 46,151,219 65,844,753

職業紹介事業等実施費 職業安定行政関係システムの最適化実施に必要な経費 20,244,522

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

職業紹介事業等実施費 職業紹介事業等の実施に必要な経費 189,026 289,724

職業紹介事業等実施費

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること Ⅳ－１－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅳ－１－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 2 1,039,243 △ 1,039,243 △ 1,039,243 △ 1,039,243 △ 1,039,243
政策評価や行政事業レビューを踏まえ、求人開拓事業については効率化を
図り、当該事業を廃止した。

Ａ 2 3,658,823 4,028,131 369,308 △ 212,696 △ 212,696
行政事業レビューを踏まえ、就職支援アドバイザー事業を統合し、人員に
ついては合理化した。（合理化による減△212,696千円）

Ａ 2 3,297,265 3,197,199 △ 100,066 △ 260,895 △ 260,895
行政事業レビューを踏まえ、求人開拓事業については効率化を図り、予算
の減額要求を行った。

Ａ 2 76,429 66,614 △ 9,815 △ 9,815 △ 9,815
行政事業レビューを踏まえ、積算内容を見直し、予算の減額要求を行っ
た。

Ａ 2 102,659 51,408 △ 51,251 △ 4,966 △ 4,966
行政事業レビューを踏まえ、積算内容を見直し、予算の減額要求を行っ
た。また平成22年度の事業実施から、競争性のある契約方式（一般競争入
札）を実施することとした。

Ａ 2 236,914 3,609 △ 233,305 △ 233,305 △ 233,305 行政刷新会議での指摘を踏まえ、要求額を縮減することとした。

△ 1,760,920 △ 1,760,920△ 1,039,243合計

労働者派遣事業雇用管理等推
進事業

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

予算額（千円）

職業紹介事業指導援助事業

再就職支援プログラム事業

非正規労働者就職支援事業

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

事務事業名 整理番号

正社員就職増大対策

求人情報提供機能強化推進費
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政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業安定局

政策名 公共職業安定機関等における需給調整機能を強化すること 番号 Ⅳ－１－１

政策の概要
１　求職者のニーズに応じた求人の確保、早期再就職に向けた個別支援の推進、求人　者サービスの充実による就職促進
２　労働者派遣事業、職業紹介事業等の適正な運営の確保
３　官民の連携による労働力需給調整機能の強化

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　雇用失業情勢が厳しい中、公共職業安定所の需給調整機能の強化が引き続き重要となっているところ、その有効性や効率性はと
もに評価できる。
　しかしながら、平成２２年５月の有効求人倍率（季節調整値）が0.50倍、完全失業率が5.2％、正社員の有効求人倍率が0.26倍と
なるなど、雇用失業情勢が持ち直しの動きが見られるものの依然として厳しい状況にある。また、非正規労働者の雇止め数の状況
についても平成20年10月から平成22年４月までにおいて約27．5万人と見込まれるなど、今なお厳しい情勢が続いている。
　このため、雇用保険受給資格者を含めた非正規労働者等に対する就職支援について、引き続き効率的・効果的な事業運営を行う
必要がある。

　労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う者等の指導監督については、平成２１年度において、職業安定法第５条の３の違反率及
び第３２条の１５の違反率が減少しており、成果がでていると評価でき、引き続き実施する必要があると考えられる。また、各都
道府県労働局において行われる、派遣元事業主、派遣先等を対象としたセミナーを開催するなどの周知啓発活動によっても、労働
者派遣事業の円滑な運営が図られていると評価できるところであり、引き続き制度の円滑な運用に取り組んでいくこととする。

　しごと情報ネットを通じて利用者が求人情報に応募するなど具体的行動を起こした割合(予定も含む)については、「平成２１年
度しごと情報ネット求職者アンケート調査」によると34％と目標には達しなかったものの依然高水準を維持しており、利用者の求
職活動のツールとしても一定の効果を上げていると評価でき、引き続き制度の円滑な運用に取り組んでいくこととする。

（必要性）
　平成２１年度の雇用失業情勢は、同年７月には有効求人倍率（季節調整値）が0.42倍（過去最低）、完全失業率が5.7％（過去最
高）となるなど、非常に厳しいものとなった。また、平成２２年７月の有効求人倍率は0.5３倍、完全失業率は5.2％となり、持ち
直しの動きが見られるものの依然として厳しい状況にある。
　平成２２年８月時点で把握している平成２０年１０月から平成２２年９月までの非正規労働者の雇止め数は28.8万人(職業安定局
調べ)となるなど、非正規労働者の雇止め等も問題となっているところ。このため、公共職業安定所においては、引き続き、個々の
求人・求職者ニーズに応じたきめ細かな職業相談・職業紹介を実施するとともに、特に、最近増加している能力・経験や求職活動
のノウハウ不足等により、安定した職業に就くことが難しい非正規労働者等に対して、担当者制によるきめ細かな就職支援等を行
うなど、その労働力需給調整機能の強化を図っていくことが重要である。
　また、就職の実現に当たって、住居等の生活支援が必要な方も増えていることから、平成２１年１１月、１２月にワンストッ
プ・サービス・デイを開催、１２月には平成２０年度に引き続き年末緊急相談窓口を開設するなど、求職者の生活・住居支援を
図っていくことも必要となっている。

　また、官のみならず、以下のとおり事業所数が増加傾向にある職業紹介事業、労働者派遣事業等の適正な運営を確保し、産業構
造の変化や働き方の多様化等に対応し、労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合が図られるようにする必要性も高まっている。加
えて、官民の連携による労働力需給調整機能の強化により、悪化する雇用失業情勢等に対応する必要もある。
・一般労働者派遣事業　25,001事業所（平成22年3月現在）（対前年度比約9.3％減少）
・特定労働者派遣事業　58,676事業所（平成22年3月現在）（対前年度比約4.7％増加）
・有料職業紹介事業　　17,823事業所（平成22年3月末現在）（対前年度比約0.7中％増加）
・無料職業紹介事業（※）701事業所（平成22年3月末現在）（対前年度比約3.2％増加）
　（※）学校等、特別の法人及び地方公共団体によるものを除く

さらに、労働者派遣制度については、日雇派遣など社会的に問題のある形態が出てきているほか、やむを得ず労働者派遣を選択す
る者の存在や法違反事案の顕在化などが課題となっており、これらに的確に対応する必要がある。

（効率性）
　平成２１年度の有効求人倍率が前年度比で▲0.33ポイントと急減している中、個々の求人・求職者ニーズに応じたきめ細かな職
業相談・職業紹介を実施するために、未充足求人のフォローアップを徹底するなどにより、求人の充足率（常用）を向上（平成21
年度目標達成率120％）させた。このため、効率的な事業の実施が図られていると評価できる。

　労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う者等の指導監督については、計画的かつ効果的に実施するために、重点対象を選定する
とともに、集団指導、文書の送付による指導、事業所訪問による指導監督等多用な手法を活用し、効率的な実施が図られていると
評価できる。

　しごと情報ネットは、インターネットの利用により、一か所のシステム整備コスト及び運用コストをもって、全国の多数の求職
者が、官民の参加機関の有する豊富な求人情報等を一覧し、希望に合致する求人情報等を検索することを可能とするものであり、
求人情報等へのアクセスの円滑化が効率的に図られていると評価できる。
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

（％） 31.8 24％以
上

（21年度）

（％） 29.6 24％以
上

（21年度）

（％） 21.1 27％以
上

（21年度）

（％） 8.3 前年度よ
り1ポイン
ト以上減

少（21年度）

（％） 9.1 前年度よ
り1ポイン
ト以上減

少
（21年度）

（％） 38.6 ３５％以
上

（21年度）

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（有効性）
　指標１、２は、予想を上回る厳しい雇用失業情勢が影響し、目標値を達成していない。
　しかしながら、前述のとおり、平成２１年７月には有効求人倍率（季節調整値）が0.42倍（過去最低）、完全失業率が5.7％（過
去最高）となり、平成２１年度の有効求人倍率が前年度比で▲0.33ポイントとなるなど、予想を上回る厳しい雇用失業情勢の中、
再就職が非常に困難になっているにもかかわらず、就職件数は前年度比8.6％増となっていることを踏まえれば、個々の求人・求職
者のニーズに応じたきめ細かな職業相談・職業紹介を実施したことにより、公共職業安定所の需給調整機能は有効に機能したもの
と評価できる。

　一方、３の指標について、目標を達成しており、１、２の指標についても達成率は前年度より向上していることから、本施策は
有効と考えられる。

　指標４、５につき、労働者派遣事業、職業紹介事業等を行う者等の指導監督については、集団指導、文書の送付による指導等を
実施するとともに、定期的に又は申告等に応じて、事業所を訪問し、指導監督を実施したところである。これらの指導監督により
職業安定法第５条の３、同法第32条の15の違反率の低下等法令違反が是正され、職業紹介事業の適正な運営の確保が有効に図られ
ている。

　指標６について、しごと情報ネットへの１日当たりのアクセス件数（平成21年度約147万件）及び求人情報件数（平成２１年度約
６１万件）については、雇用情勢の影響等により実績の増減が見られるが、求人情報提供サイトとして引き続き高い水準を保って
いるところである。さらに、しごと情報ネットの参加機関数（平成22年３月31日現在11，412機関）が増加していることから、しご
と情報ネットの運営により、求人情報等へのアクセスの円滑化が有効に図られていると評価できる（データは全て職業安定局調
べ）。

　また、指標７について、各都道府県労働局において、派遣元事業主、派遣先等に対し、労働者派遣事業制度や関係法令に係るセ
ミナーを開催する等の周知啓発を行うことによっても、労働者派遣事業の適正な運営の確保が有効に図られていると評価できる。

(反映の方向性）
施策全体として、予算規模の適正化等の見直しを検討

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

２．雇用保
険受給者
の早 期再
就職割合

23.1 21.4

３．公共職
業安定所
の 求 人 の
充 足 率
（常用）

24.6 32.5

４．職業安
定 法 第 5
条の３（労
働条件等
の明示）の
違反率

7.7 7.1

１．公共職
業安定所
の求 職者
の就 職率
（常用）

25.4 23.7

５．職業安
定法第32
条 の 15
（ 帳 簿 の
備付け）の
違反率

7.3 6.8

６ ． し ご と
情報ネット
の利 用者
が こ れ を
通 じ て 求
人情 報に
応 募 す る
な ど 具 体
的 行 動 を
起 こ し た
割合

35.3 34.3

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

政策評価結果を受けて
改善すべき点

特になし

評価結果の予算要求等
への反映状況

事業の実施状況等を踏まえ、効率的な運用を図ることなどで、予算規模の縮小を検討しているが、早急な対策が求められている分
野については拡充を図るなど、施策目標の達成に向け、メリハリをつけた措置を講じてたところ。

不用額（千円）
9,500,220 32,204,799

＜215,369＞ ＜282,935＞

翌年度繰越額（千円）
0 2,510,000

＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
288,916,998 700,868,584

＜78,418,672＞ ＜74,396,423＞

歳出予算現額（千円）
298,417,218 735,583,383

＜78,634,041＞ ＜74,679,358＞

流用等増△減額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

予備費使用額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜74,679,358＞ ＜63,141,818＞

前年度繰越額（千円）
0 0

＜78,634,041＞ ＜74,679,358＞ ＜63,141,818＞ ＜58,061,202＞

（ 補 正 後 ）
298,417,218 735,583,383 811,038,278

＜78,634,041＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
42,812,080 120,527,366 811,038,278 490,452,209

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び
雇用の安定を図ること

評価方式 実績 Ⅳ－２－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 労働保険特別雇用勘定 ▲ 290,970,444

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1

Ｃ 2

Ｃ 3

Ｃ 4

Ｄ 1 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

合計
811,038,278 490,452,209

▲ 290,970,444
＜63,141,818＞ の内数 ＜58,061,202＞ の内数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構施設整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援施設整備に必
要な経費

1,539,086

＜63,141,818＞ の内数 ＜58,061,202＞ の内数

独立行政法人雇用・能力開発機構施
設整備費

独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備に必要な経費 1,195,752

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機運営費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交
付金に必要な経費

56,522,116

小計

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

独立行政法人雇用・能力開発機構運
営費

独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金に必要な
経費

61,946,066

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計

▲ 290,970,444

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計 811,038,278 490,452,209

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

地域雇用機会創出等対策費
地域及び中小企業等における雇用機会の創出等に必要な
経費

811,038,278 490,452,209

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図ること Ⅳ－２－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅳ－２－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 1 8,227,446 7,981,701 △ 245,745 △ 597,136 △ 597,136
行政事業レビューを踏まえ、支給対象分野を限定するなど見直しを行い、
予算の減額要求を行った。

Ａ 1 5,531,539 5,147,966 △ 383,573 △ 383,573 △ 383,573
行政事業レビューを踏まえ、新規採択地域数の見直しを行い、予算の減額
要求を行った。

Ａ 1 725,740,565 421,985,071 △ 303,755,494 △ 287,630,075 △ 287,630,075 支給実績を踏まえ、予算の減額要求を行った。

Ａ 1 2,375,296 2,319,608 △ 55,688 △ 55,688 △ 55,688
行政事業レビューを踏まえ、人件費及び事務所借料を見直し、予算の減額
要求を行った。

Ａ 1 655,886 354,024 △ 301,862 △ 301,862 △ 301,862
行政事業レビューを踏まえ、大企業分を廃止し、予算の減額要求を行っ
た。

Ａ 1 24,758 71,085 46,327 △ 9,705 △ 9,705
執行実績を踏まえ、事業の見直しを行った。（なお、(独)雇用・能力開発
機構の廃止による事業の見直しにより23年度要求額は増となった。）

Ａ 1 231,747 228,442 △ 3,305 △ 3,305 △ 3,305
行政事業レビュー等を踏まえ、22年度予算で既に対前年度11％程度削減し
ているが、23年度要求では更に事業内容を精査し、1％程度縮減した。

Ａ 1 9,222,000 8,397,000 △ 825,000 △ 825,000 △ 825,000 執行実績を踏まえ、予算の減額要求を行った。

Ａ 1 1,563,800 399,700 △ 1,164,100 △ 1,164,100 △ 1,164,100 執行実績を踏まえ、平成22年度限りで廃止することとした。

△ 290,970,444

労働移動支援助成金（再就職
支援給付金）

介護基盤人材確保等助成金

介護未経験者確保等助成金

港湾労働者派遣事業対策費

建設労働者雇用安定支援事業
費

雇用開発支援事業費等補助金
（助成金業務）

産業雇用安定センター補助金

地域雇用創造推進事業

雇用調整助成金

合計 △ 290,970,444

政策評価調書（個別票①-3）

政策名
地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を
図ること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容
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政策の概要

人口減少下における経済社会情勢の変化、雇用情勢の変化、雇用・就業形態の多様化に的確に対応するため、働く希望を持つすべ
ての者の就業参加の実現、良質な雇用の創出、セーフティネットの整備等に向け、積極的雇用政策の推進に取り組む必要がある。
　このような観点から、
　（１）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善等に係る支援
　（２）事業規模の縮小等の際の失業の予防・再就職の援助・促進
　（３）雇用機会の不足している地域における雇用の促進
　（４）産業の特性に応じた雇用管理の改善等
といった雇用機会の創出、雇用の安定等のための諸施策を講じているところである。

【評価結果の概要】

（総合的評価）
（１）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善等に係る支援
　受給資格者創業支援助成金に関する指標１、中小企業人材確保推進事業助成金に関する指標２について、平成21年度実績は目標
を達成し、中小企業等における創業・新分野進出に係る支援、雇用管理改善等が有効かつ効率的に進んだものと評価できる。ま
た、中小企業人材確保推進事業助成金については、今後、効率的、効果的な支援を行う観点から、支給対象とする分野を重点化す
るとともに、支給対象とする団体の数を絞り、その取組の成果を全国に普及させること等を検討している。

（２）事業活動の縮小等を余儀なくされた事業所の失業者の発生を予防
　雇用調整助成金に関する指標３について、実績は目標を上回っており、事業縮小の際の失業予防が有効かつ効率的に進んだもの
と評価できる。今後も施策を継続することとするが、今後の経済情勢や雇用情勢の推移を踏まえつつ、予算額を適切な水準とす
る。

（３）離職を余儀なくされる者に対する再就職を援助・促進
　平成21年度は経済情勢等の悪化に伴い予算を大きく上回って支出されるなど、労働者の再就職支援の措置として有効に機能して
いるところであり、今後も本事業は必要不可欠な事業といえる。しかしながら、労働移動支援助成金に関する指標４については、
実績がいずれも目標を下回っていることから、再就職の援助・促進を有効かつ効率的に進めるため、今後も不断の見直しを行い、
予算額を適切な水準とする。

（必要性）
（１）（２）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善に係る支援、事業規模の縮小等の際の失業の予防・再就職の援
助・促進
①　創業・新分野進出等に係る支援、中小企業における雇用管理改善に係る支援、事業規模の縮小等の際の失業の予防
　平成21年度の雇用情勢についてみると、完全失業率、有効求人倍率ともに７月に過去最低の値となった後、緩やかに回復してい
るものの、平成22年3月においては完全失業率5.0%、有効求人倍率0.49倍と、依然として注意を要する状態にある。
　また、景気変動等に伴い事業活動の縮小を余儀なくされる事業主が存在しており、労働経済動向調査（厚生労働省）によると、
平成20年１０月－１２月期に雇用調整を実施した事業所の割合は、３５％と前期１６％に比べ増加している。こうした中、引き続
き失業者の就労支援や、休業等又は出向といった一時的な雇用調整を行う事業主を支援し失業の予防を図るとともに、経済活性化
や雇用機会創出の中核となる中小企業の雇用管理の改善等を推進する必要がある。
　また、景気の回復ペースが落ち込んでいる中、創業支援策をより一層積極的に展開していく必要があります。
②　離職を余儀なくされる者に対する再就職の援助・促進
　雇用のミスマッチが依然として大きく構造調整が進展する中で、労働者の雇用の安定を図るためには、離職を余儀なくされる労
働者に対して事業主が行う在職中からの求職活動の援助や労働移動前後の職場体験講習等を効果的に支援することにより、円滑な
労働移動の実現に重点的に取り組むことが一層求められている。また、現在の経済状況を受け、やむを得ず派遣労働者、有期契約
労働者等の雇用契約の中途解除や雇い止めが行われており、当該労働者が社員寮等に居住している場合、雇用と住居を同時に失う
状況があることから、円滑な就職活動を実施するためには、離職後の住居支援が重要となっている。
③出向・移籍支援事業による円滑な労働移動の促進
　最近の労働移動の状況をみると、依然として厳しい雇用失業情勢にありますが、在職者に対する入職者及び離職者の割合である
労働移動率は横ばいの傾向にある。（延べ労働移動率：平成16年 31.7%、平成17年 34.9%、平成18年 32.2％、平成19年31.3％、平
成20年28.9%「雇用動向調査（厚生労働省大臣官房統計情報部）」）
　労働移動が一定割合にある中で、出向・移籍などによる産業間・企業間の円滑な労働移動は、労働者が失業を経ずして次の職場
に移動できることから、雇用の安定を図るために引き続き重要となっている。

（３）雇用機会の不足している地域における雇用の促進
　全国的に雇用失業情勢が厳しさを増していますが、その中でも雇用失業情勢が特に厳しい地域があるなど地域差がみられる。こ
うした中で、雇用情勢が特に厳しい地域と雇用情勢の改善に向けた意欲が高い地域に対して支援を重点化する必要がある。そのた
め地域求職者の雇入れを伴う施設・設備の設置・整備を行う事業主等に対し地域雇用開発助成金を支給することで雇用機会の創出
を促進するとともに、地域雇用創造推進事業等を積極的に実施することで地域の創意工夫を生かした雇用機会の創出への取組を支
援することが求められている。
 

　
　

　

　
　

　

　
　

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業安定局

政策名
地域、中小企業、産業の特性に応じ、雇用の創出及び雇用の安定を図る
こと

番号 Ⅳ－２－１
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政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

　
　

　

　
　

　

　
   

　

　

 
（４）産業の特性に応じた雇用管理の改善等
①　建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善等
　建設労働者については、建設投資の減少による厳しい経営環境の中で、必要な教育訓練や雇用管理教育等の実施が困難となって
いるとともに、業界全体として技能の承継や能力開発に取り組まなければならない状況にあることから、こうした取組を支援し、
建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上を図る必要がある。
　港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴（港湾運送の波動性）を有しており、企業外労働力に依存せざる
を得ない状況にありますが、企業外労働力として日雇労働者に依存することは労働者の雇用の安定上も問題があるだけではなく、
その就労に際し、第三者が不当に介入する弊害も生ずる恐れがある。また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、他
の産業に比して、雇用改善、能力開発について、なお改善の余地があります。このため、港湾運送事業については、港湾労働法に
基づき常用労働者による対応を基本とするなどの雇用秩序を確立・維持し、港湾労働者の雇用の安定等を図る必要がある。

②　林業の事業体の雇用管理改善及び林業への円滑な就業の促進、農林業等への多様な就業の促進
　林業労働力については、林業経営の収益性の低下、林業労働者の雇用管理面での改善の立ち後れ等に伴い、減少・高齢化が進行
しており、平成17年国勢調査の結果では林業労働者は４万７千人と平成12年度（６万７千人）から減少し、また、50歳以上の者の
割合は６割以上を占めている。
　また、農業生産法人の増加に伴い、公共職業安定所における関係求人や農業等への求職者数が増加傾向にある。こうしたなか、
賃金、労働時間、安全面等厳しい労働環境にあり、雇用管理等の面で改善すべき問題が多いことから、農林業等従事者の雇用管理
の改善等を図る必要がある。
③　介護労働者の雇用管理の改善
　介護分野については、我が国の急速な高齢化の進展等を背景として、今後も労働需要の拡大が見込まれる分野であり（介護保険
法（平成９年法律第123号）に基づく要介護又は要支援とされる高齢者等は、平成16年度は410万人程度であったものが、平成20年
度には460万人となり、今後も増加が見込まれている。）、一方、介護労働者については、賃金、労働時間、健康面等の不安や不満
が多く見られるように厳しい労働環境にあり、定着率が低いこと等、雇用管理等の面で解決すべき問題が多いことから、介護分野
を労働者にとって魅力ある職場とするために、介護労働者の雇用管理の改善等を図っていく必要がある。

（効率性）
（１）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善等に係る支援
　指標１については、①受給資格者の開始した事業及び雇い入れた労働者の雇用の継続性を担保する必要がある一方、②創業に係
る立ち上げの支援のため、迅速な資金供給が求められることから、支給を事業開始３か月後及び６か月後の２回に分けて半額ずつ
支給する方式を採るなど、効率的に行われている。
　指標２については、事業協同組合等を通じた支援を行うことにより、個別に中小企業主の取り組みを支援するものに比べ雇用管
理の改善による雇用の創出等を幅広に行えたため効果的であったと考えられる。

（２）事業活動の縮小等を余儀なくされた事業所の失業者の発生を予防
　指標３については、雇用調整を行う事業所の実情にあわせて休業・教育訓練又は出向のいずれかの雇用調整を選択することが可
能であること、雇用調整を行う企業の規模に応じ、中小企業には高率助成を行っていることなどから、効率的な助成が行われてい
る。

（３）離職を余儀なくされる者に対する再就職を援助・促進
　指標４については、支給申請について、個々の支給対象労働者ごと又は一括で行うことができ、事業者のニーズに応じて選択で
きるようになっており、効率的に助成を行っているところである。

（有効性）
（１）中小企業等における創業・新分野進出、雇用管理改善等に係る支援
　指標１について、平成21年度においては、受給資格者創業支援助成金を利用した法人等の設立から１年経過後の平均雇用労働者
数は2.0人であり、また、事業を継続している割合も97.3％と目標を達成し、概ね有効に機能していると考えます。平成22年度から
は、法人等の設立後１年以内に２人以上労働者を雇い入れた場合に、上乗せ助成を行う措置を図ったところであり、さらなる政策
効果が期待される。
　指標２について、目標（アウトカム：22%）を上回る39.2%の求人が充足されたことから、本助成金が事業協同組合等の構成中小
企業者における雇用管理の改善からなる雇用創出等に有効に機能したものと考えられる。

（２）事業活動の縮小等を余儀なくされた事業所の失業者の発生を予防
　指標３について、本助成金を利用した事業所のうち保険関係消滅事業所に対して支給した額が利用事業所の総支給額の2.06％
（10％以下）となっており、失業の予防・雇用維持のために有効かつ適正に活用されたといえる。

（３）離職を余儀なくされる者に対する再就職を援助・促進
　指標４について、離職を余儀なくされる労働者等に対して、求職活動のための休暇付与、再就職先となりうる事業所において行
う職場体験講習を受講させる等の支援を行う事業主等に対し、助成金を支給することにより円滑な労働移動支援の促進を図ってい
るところ。
　しかしながら、求職活動等支援給付金にかかる離職後３か月以内の平成21年度における就職率は23.8%と目標値を下回っているこ
とから、より有効な再就職支援に向けて方策を検討する。

(反映の方向性）
施策全体として、予算規模の適正化等の見直しを検討
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

（人） 2 2人以上

（21年度）

（％） 97.4 95％以
上（21年度）

（％） 29.3 ２２％以
上

（21年度）

（％） ー 利用事
業所の
総支給
額の１

０％ 以下

（21年度）

（％） 34.1 ３４％以
上

（21年度）

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

３．雇用調
整助成金
利用事業
所 の う ち
保険関係
消滅事業
所（支給し
た 後 に 倒
産 し た 等
の 事 業
所）に対し
て 支 給 し
た額

ー ー ※助成金の利用後に、
保険関係消滅事業所が
判明するまで期間を要
するため、現時点では１
８年度までしか判明しな
い。

４．求職活
動等支援
給付 金に
よ る 離 職
後 ３ か 月
以内 の就
職率

35 23.8

２．中小企
業人材確
保推進事
業助成金
の 支 給 を
受 け た 事
業協同組
合等 の構
成中小企
業者 の平
均求人充
足率（％）

31.7 39.2

１．受給資
格者創業
支援助成
金の 支給
を 受 け た
事業 主が
法 人 等 を
設 立 し 、
雇用保険
適用事業
所となった
日から１年
経過 後に
雇 用 し て
いる

①平均労
働者数

1.9 2

②事業継
続割合

97.3 97.3

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

政策評価結果を受けて
改善すべき点

特になし

評価結果の予算要求等
への反映状況

事業の実施状況等を踏まえ、効率的な運用を図ることなどで、予算規模の縮小を検討しているが、早急な対策が求められている分
野については拡充を図るなど、施策目標の達成に向け、メリハリをつけた措置を講じてたところ。

不用額（千円）
15,289,265 139,087,511

＜215,521＞ ＜282,935＞

翌年度繰越額（千円）
＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
241,629,738 526,296,070

＜95,166,484＞ ＜91,340,696＞

歳出予算現額（千円）
256,919,003 665,383,581

＜95,382,005＞ ＜91,623,631＞

流用等増△減額（千円）
＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

予備費使用額（千円）
＜0＞ ＜0＞

＜91,623,631＞ -

前年度繰越額（千円）

＜95,382,005＞ ＜91,623,631＞ ＜76,953,086＞ ＜71,437,049＞

（ 補 正 後 ）
256,919,003 665,383,581 -

＜95,382,005＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
102,153,353 206,105,885 158,932,477 167,902,406

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図る
こと

評価方式 実績 Ⅳ－３－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 厚生労働本省 ▲ 129,600

Ａ 2 一般 厚生労働本省

Ａ 3 一般 都道府県労働局

Ａ 4 労働保険特別 雇用勘定 ▲ 381,191

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1

Ｃ 2

Ｃ 3

Ｃ 4

Ｄ 1 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 4 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

▲ 510,791

小計 ＜76,953,086＞ の内数 ＜71,437,049＞

合計
158,932,477 167,902,406

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

独立行政法人雇用・能力開発機構運
営費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交
付金に必要な経費

13,811,268 69,728,734

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構施設整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援施設整備に必
要な経費

1,708,315

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機運営費

独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金に必要な
経費

61,946,066

独立行政法人雇用・能力開発機構施
設整備費

独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備に必要な経費 1,195,752

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計 158,932,477 167,902,406 ▲ 510,791

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費 10,769,794 10,884,403

高齢者等雇用安定・促進費 高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費 121,585,339 128,677,106

対応表に
おいて●
となって
いるもの

高齢者等雇用安定・促進費 高年齢者等就業機会確保事業の実施等に必要な経費 25,720,120 27,767,573

高齢者等雇用安定・促進費 高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費 857,224 573,324

高齢者等雇用安定・促進費

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号 項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

の内数

＜76,953,086＞ の内数 ＜71,437,049＞ の内数

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること Ⅳ－３－１
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅳ－３－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による
見直し額
（C)

Ａ 4 5,535,547 11,903,465 6,367,918 △ 64,105 △ 64,105 △ 64,105
政策評価や行政事業レビューを踏まえ、実績が低調な高年齢者雇用モデル
企業助成金について、廃止した。

Ａ 4 319,273 181,582 △ 137,691 △ 137,691 △ 137,691 省内事業仕分けの結果及び実績を踏まえ、予算の減額要求を行った。

Ａ 4 644,689 741,401 96,712 △ 52,926 △ 52,926 行政事業レビューを踏まえ、一部相談員の整理統合を行った。

Ａ 1 993,600 864,000 △ 129,600 △ 129,600 △ 129,600 執行状況等を踏まえ、予算の減額要求を行った。

Ａ 3 2,681,497 4,038,650 1,357,153 △ 1,840 △ 1,840

行政事業レビューを踏まえた削減をしたが、学卒者の就職環境が非常に厳
しいため、昨年度の緊急経済対策等を踏まえて、対策を強化する必要が
あったこと、「高校生等の職業意識形成支援」を整理・統合したことか
ら、予算の増額要求を行った。

Ａ 3 1,239,943 1,732,393 492,450 △ 39,202 △ 39,202
行政事業レビューを踏まえ、事業の見直しを行ったところであるが、成長
戦略において、フリーター数半減等が盛り込まれたこと等を踏まえ、施策
を強化した。

Ａ 3 441,951 440,208 △ 1,743 △ 26,583 △ 26,583 過去の実績平均を踏まえ、職場体験講習の受講見込者数を見直した。

Ａ 3 149,434 90,590 △ 58,844 △ 58,844 △ 58,844 相談件数等を踏まえ、相談員数を見直し、予算の減額要求を行った。

△ 64,105 △ 510,791

高校新卒者等に対する就職支
援

日系人就職支援プログラム

ホームレス等就業支援事業

フリーター等正規雇用化支援
事業

定年引上げ等奨励金

障害者試行雇用奨励金

「７０歳まで働ける企業」推
進プロジェクト

障害者雇用促進関係経費

合計 △ 510,791

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容
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政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業安定局

政策名 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること 番号 Ⅳ－３－１

政策の概要

 人口減少下における経済社会情勢の変化、雇用情勢の変化、雇用・就業形態の多様化に的確に対応するため、働く希望を持つすべ
ての者の就業参加の実現、良質な雇用の創出、セーフティネットの整備等に向け、積極的雇用政策の推進に取り組む必要がある。
　このような観点から、
　（１）高年齢者等の雇用の安定・促進
　（２）障害者の雇用の安定・促進
　（３）若年者の雇用の安定・促進
  （４）就職困難者等の円滑な就職支援
といった労働者等の特性に応じた雇用の安定・促進を図るための諸施策を講じているところである。

【評価結果の概要】

（総合的評価）
（１）高齢者等の雇用の安定・促進
　当該施策中目標に係る指標（希望者全員が65歳まで働ける企業の割合）は、平成22年度末までに50％とすることを目標とし、平
成25年3月までにさらなる普及に努めることとされている。これらの施策については、当該目標達成に向けて、有効・効率的に取り
組んでいるところであり、高齢者雇用の安定・促進のために、今後も引き続き継続していく必要がある。

（２）障害者の雇用の安定・促進
　平成21年6月1日現在の民間企業の実雇用率が1.63％となっており、法定雇用率の1.8％を下回っているものの、厳しい雇用情勢の
中でも、障害者雇用は進展が見られる。（平成21年障害者雇用状況報告による）法定雇用率の1.8％を下回っているものの、引き続
き、法定雇用率の達成に向けた事業主指導を徹底して実施する必要があるが、その際、実雇用率が大企業に比べて低い水準にある
中小企業に対する雇用率達成指導の充実強化を図るとともに、未達成企業を対象とした集団指導を行うなどの取組を着実に実施す
る必要がある。
　また、精神障害者や発達障害者などの新規求職申込件数が増加していることから、それらの障害特性に応じたきめ細やかな支援
の充実を図る必要がある。特に精神障害者については、その新規求職申込件数の増加などを背景として、平成22年度に精神障害者
雇用安定奨励金を創設した。これにより、カウンセリング体制の整備等、精神障害者が働きやすい職場作りを行った事業主に対し
て、支援を行っている。今後とも引き続き、障害者の雇用の安定・促進に向け、取り組んでいく必要がある。

（３）若年者の雇用の安定・促進
　雇用失業情勢の悪化に伴い、若年者の就職環境が厳しくなり安定した雇用の確保が懸念される状況を踏まえ、平成22年度におい
ては、フリーター等が安定した職に就くことを目的とした「フリーター等正規雇用化プラン」の推進などにより、若年者の一層の
雇用の安定・促進に向けた取り組みを進める必要がある。

（４）就職困難者等の円滑な就職支援
　特定求職者雇用開発助成金については、当該助成金支給後の事業主都合離職割合が対象ではない者の事業主都合離職割合以下と
することを施策中目標に係る指標としており、上記のとおり当該目標を達成したこと、有効性及び効率性の観点から就職困難者の
円滑な再就職を図る上で良好に機能している。
　しかしながら、昨今の雇用失業情勢の悪化に伴い、中小企業事業主における就職困難者等の新規雇用の意欲の低下が懸念された
ため、平成２１年度には、中小企業事業主の就職困難者の新規雇用に係る助成金の支給額を増額し、就職困難者等の新規雇用の雇
用機会の増大に係る支援の拡充を図ったところであり、今後においても引き続き就職困難者の雇用機会の増大に向けた取り組みを
行う必要がある。

（必要性）
（１）高齢者等の雇用の安定・促進
　少子高齢化が急速に進行し、近い将来、社会を支える労働力人口が大幅に減少することが懸念されている中で、今後我が国の経
済・社会の活力を維持していくためには、高齢者が長年培った知識や経験を活かし、意欲と能力のある限り社会の支え手として活
躍し続けることができる社会を実現することが必要不可欠である。
　また、高齢者の生活の安定のためには、公的年金の支給開始年齢が、平成25年度には定額部分が65歳に引き上げられ、報酬比例
部分の引上げが始まることも踏まえ、60歳台前半における働く場の確保が重要な課題となっている。
　このような中で、高い就労意欲を有する高齢者が長年培ってきた知識と経験を活かし、社会の支え手として生き生きと活躍し続
けることができる環境を社会全体で築きあげることで、我が国経済社会の活力の維持を図ることが必要である。
　以上を踏まえ、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために、①事業主に対する定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の
廃止のうちのいずれかの措置による年金支給開始年齢までの高年齢者雇用確保措置の義務付け、②高年齢者の再就職の促進に関す
る措置、③定年退職者等に対する臨時的かつ短期的又は軽易な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ること、等を内容とし
た法改正が行われ、（「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」（平成16年法律第103号）これに基づくも
のの他、知識・経験を生かして雇用の継続を希望する高年齢者のニーズに応えるため、希望者全員が65歳まで働ける企業の普及に
努める等の高年齢者の雇用対策に取り組んでいるところ。

（２）障害者の雇用の安定・促進
　障害者の雇用については、平成21年6月1日現在の民間企業の実雇用率が、1.63％と前年比0.0４ポイント上昇し、就職件数も前年
度比1.8％増の45,257件であるなど、厳しい雇用情勢の中においても進展がみられる。
　また、平成21年度のハローワークにおける新規求職申込件数は、前年度比5.1％増の125,888件であり、障害者の方々の「働きた
い」という意欲は一層の高まりをみせている。
　このように、障害者の雇用情勢の一定の改善はみられるものの、中小企業の実雇用率は低い水準であり、又、雇用率の達成企業
割合も全体で45.5％であるなど、引き続き厳しい状況であることから、障害者の雇用機会の確保と促進のための取組を進める重要
性は以前にも増して高いものであると考えられる。
　また、近年、精神障害者や発達障害者などの新規求職申込件数が増加しており、それらの障害特性が様々であることから、その
雇用管理も困難であり、一人ひとりの特性に応じたきめこまやかな支援を行う必要がある。
　さらに、障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されること及び短時間労働者が障害者雇用率制度の対象となること等を内容
とした「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（平成20年法律第96号）が、平成21年４月から段階的に施行
されており、企業に対する雇用率達成指導を強化する等障害者の雇用機会の確保を図る必要がある。

資料出所：「職業安定局調べ」　「平成21年障害者雇用状況報告」
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政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（３）若年者の雇用の安定・促進
　若年者の雇用情勢については、失業率については、年齢計に比べて相対的に高い水準で推移するとともに、平成22年3月卒業の高
校生の就職内定率は93.9％（平成22年３月末現在）と前年同期に比べ1.7ポイント低下し、平成22年３月卒業の大学生の就職率は
91.8％（平成22年４月１日現在）と前年同期に比べ3.9ポイント低下している。
　また、フリーターの数については、平成15年の217万人をピークに５年連続で減少したものの、平成21年には6年ぶりに増加して
いる。以上の現状を踏まえれば、将来を担う若年者の雇用の安定を促進するための取組を進める必要性は依然として高いものであ
ると考えられる。

 （参考）
　・フリーター数（平成21年）  178万人(対前年比８万人増）
　・失業率（平成21年）
　　　　15～24歳  9.1％(対前年比1.9ﾎﾟｲﾝﾄ増）
　　　　25～34歳　6.4％(対前年比1.2ﾎﾟｲﾝﾄ増）
  　　　年齢計　　5.1％(対前年比 1.1ﾎﾟｲﾝﾄ増）
　資料出所：総務省「労働力調査（基本集計／詳細集計）」　厚生労働省「職業安定業務統計」

（４）就職困難者等の円滑な就職支援
　高齢者、障害者、ホームレス、母子家庭の母等の就職困難者については、例えば、高齢者（60歳以上65歳未満）の平成20年度平
均の完全失業率（労働力調査（総務省統計局）による）が4.3％（年齢計4.0％）となるなど、依然として高水準で推移し、職業安
定業務統計（厚生労働省職業安定局）による同年度平均の有効求人倍率も0.77倍（年齢計0.74倍）と極めて低いものである。
　さらに、福祉行政報告例（厚生労働省統計情報部）によると、近年、生活保護受給者は大幅な増加傾向にあり(約６６万世帯(平
成１０年)、約１３１万世帯(平成２１年)) 、受給期間の長期化や、その抱える問題の多様化がみられる状況にある。
  また、児童扶養手当受給者(母子家庭)についても増加傾向(約６２万人(平成７年)、約１０２万人 (平成２１年))にある。
　平成２２年１月実施のホームレスの実態に関する全国調査(厚生労働省社会・援護局)の結果によると、すべての都道府県でホー
ムレスが確認され、全国でのホームレスの数は、13,124人となっている。また、１９年１月実施の調査によるとホームレスとなっ
た主な理由として、「仕事が減った」が31.4％、次いで「倒産・失業」が26.6％と仕事関係が多くを占めており、ホームレスとな
る原因は、現下の厳しい経済情勢であると考えられる。
　ホームレスの高齢化、路上生活の長期化、就労自立の意欲の低下が指摘されているところであるが、今後の望む生活について
は、「きちんと就職して働きたい」が35.9％となっており、就業機会の確保を望む者が多数いることが確認されている。

平成２０年秋以降の厳しい雇用情勢の中で、解雇や雇い止め等の離職に伴ってそれまで入居していた社員寮等からの退去を余儀な
くされる等により、住居を喪失する離職者が依然として発生している。
　これらの者は、ひとたび住居を喪失すると、就職活動が困難となり、安定就労への再就職が困難となることから、その再就職を
支援するためには、迅速に住居の確保を図ることが必要である。

　以上の現状を踏まえれば、これらの就職困難者等に対する就職支援の必要性は高いと考えられる。
 
　外国人の雇用対策については、東京、愛知及び大阪に外国人雇用サービスセンターを設置して対応し、来所する外国人留学生の
新規求職件数は年々増加（Ｈ１８：4,926人、Ｈ１９：5,957人、Ｈ２０：6,680人（業務取扱状況報告（職業安定局調べ）））して
いる。このため、留学生を中心とした専門的・技術的分野の外国人労働者からの需要は高いと言える。

　日系人重点支援地域の公共職業安定所９所（群馬局太田所、長野局松本所、岐阜局大垣所、美濃加茂所、静岡局浜松所、愛知局
豊橋所、豊田所、刈谷所、三重局四日市所）に来所する外国人の新規求職件数は年々増加（Ｈ18：3,452人、Ｈ１９：4,786人、Ｈ
２０：24,585人（業務取扱状況報告（職業安定局調べ）））している。このため、引き続き日系人労働者に対する就職支援を実施
する必要性は高いと言える。

　深刻な経済危機の中で、製造業を中心とした雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者等については、失業期間が長期
化することが懸念される。このため、非正規労働者など、十分な技能及び経験を有さない求職者に対する再就職支援を強化する必
要があり、実習型雇用等を通じた正規の雇入れの促進を図るほか、民間職業紹介事業者を活用し、長期失業者や住居を喪失し就職
活動が困難な者に対する再就職支援の強化等を図っている。

（有効性）
（１）指標１について(高齢者等の雇用の安定・促進関連)
　高年齢者等職業安定対策基本方針（平成21年厚生労働省告示第252号）に基づき、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合を平成
22年度末までに50％とすることを目標としたことを踏まえ、平成21年度においてはその割合を48％とすることを目指し、取組を実
施した。実績については平成22年度高年齢者雇用状況報告により把握するが、平成21年度の同報告では、希望者全員が65歳まで働
ける企業の割合が44.6％と前年比5.6ポイント増加しており、平成22年度の同報告においてもさらなる増加が見込まれるため、施策
目標の達成に向けて進展があったと評価できる。
（２）指標２について(障害者の雇用の安定・促進関連)
　平成21年度のハローワークにおける就職率は、現下の厳しい雇用情勢により対前年度比0.3％ポイント減の16.8％でした。しかし
ながら一方で、ハローワークにおける就職件数は過去２番目に高い45,257件であり、特に、平成21年度の下半期においては、厳し
かった上半期と比べ、大幅に持ち直しています。またトライアル雇用事業を始めとした他の個別目標は達成していることから（５
（２）参照）、トライアル雇用事業等を活用した障害者に対するきめ細やかな職業相談・職業紹介が効果的かつ効率的に実施され
たものと考える。
（３）指標３について(若年者の雇用の安定・促進関連)
  平成21年のフリーター数については、6年ぶりに増加し、若年者の就職環境は厳しい状況となっている。こうした状況を踏まえ、
フリーター等が安定した職業に就くことができるよう支援を行うことは一層重要となっている。平成21年度においては、ハロー
ワークにおける職業紹介により約25.6万人が正規雇用を実現したところであり、設定目標の22.7万人を上回る結果となった。これ
は、一人ひとりの課題に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介等による支援が、若年者の雇用の安定に向けた手段として有効に機
能していると評価できる。
（４）指標４について(就職困難者等の円滑な就職支援関連)
特定求職者雇用開発助成金においては、平成21年度には当該助成金の対象者の事業主都合離職割合（1.9％）が同時期における対象
ではない雇用保険被保険者の事業主都合離職割合（3.5％）以下となっており、施策目標を上回る効果を出している。このように、
就職困難者等の事業主都合による離職率が低く抑えられていることで、就職困難者等の雇用の安定等を図ることに寄与していると
考えられる。
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

（％） 37 48％以
上

（21年度）

（％） 17.5 前年度
実績以

上

（21年度）

（万人） 17.2 22.7万人

（21年度）

（％） 1.6
(3.4)

当該助
成金支
給終了
から１年
後の事
業主都
（21年度）

（有効効率性）
（１）指標１について（高齢者等の雇用の安定・促進関連）
　改正高齢法により、事業主に対して、65歳までの雇用確保措置の実施が義務づけられたところですが、その具体的な実施につい
ては、労使間合意に基づく事業主の自主的取組が基本となっている。
　これを推進していくために、各都道府県労働局及び公共職業安定所による雇用確保措置の実施状況及び企業規模に応じた重点的
な指導のほか、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザー等による技術的な相談・援助や定年引上げ等
奨励金の活用による事業主への助成措置を行うにより、事業主の負担を軽減しつつ、自主的な取組を促すことで効率的な事業を
行っている。
　また、65歳までの雇用基盤の確立と「70歳まで働ける企業」の創出を確実に図るための取組を総合的に推進するため、労働局が
事業主団体等に対し、傘下企業への情報、ノウハウの提供及び制度導入の働きかけを行う事業を委託することにより、事業主団体
の傘下企業への影響力を活用するなど、効率的に取組を進めている。
（２）指標２について（障害者の雇用の安定・促進関連）
　トライアル雇用事業においては、前年度と比べ開始者数及び常用雇用移行率が上昇しているにもかかわらず、決算額では前年度
を下回っており、障害者就業・生活センター事業でも前年度と比べ就職件数が伸びているものの、1件あたりの費用は低下している
所であり、効率的な事業の実施となっている。
　また、障害者の「福祉から雇用へ」を進めるため、これまでも雇用・福祉・教育等の関係機関が就労支援に関して連携して、就
職に向けた準備から職場定着までの一連の支援を一体的に行う「チーム支援」を実施しており、効率的に取り組むことができたも
のと評価できる。

（３）指標３について（若年者の雇用の安定・促進関連）
　フリーターをはじめとする若年者の雇用の安定を促進するためには、①早い段階から職業理解を促進し、学校から職業への円滑
な移行を図ること、②フリーター一人ひとりの抱える課題に応じて必要な支援を行い、正規雇用化を図ることが不可欠だが、①に
ついては、学校との密接な連携による高校新卒者等に対する就職支援、②については、フリーター等常用就職支援事業や若年者等
トライアル雇用事業など、ハローワークにおいて、フリーターをはじめとする若年者の個々のニーズに応じ、各種就職支援施策を
組み合わせて提供できるなど、効率的に取り組むことができたものと評価できる。
　
（４）指標４について（就職困難者等の円滑な就職支援関連）
　特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者の雇い入れにつき、その困難さ度合いに応じて助成率を変更することとしている。そ
のため必要に応じた負担のみで、指標においては目標を大きく上回る実績を達成することを実現しており、効率的であると言え
る。

(反映の方向性）
施策全体として、予算規模の適正化等の見直しを検討

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

公共職業
安定 所に
お け る 就
職 率 （ 障
害者）

17.1 16.8

ハ ロ ー
ワ ー ク の
職業紹介
により正規
雇用 に結
び つ い た
フリーター
等の数

18 25.6

特定求職
者雇用開
発助成金
の支 給終
了から1年
後 に お け
る 支 給 対
象者 事

1.5
(3.3)

1.9
(3.5)

※指標の上段は支給対
象労働者に係る支給終
了後１年経過後の事業
主都合離職割
合、下段（括弧内）は同
時期における雇用保険
被保険者の事業主都合
離職割合である。

希望者全
員が65 歳
ま で 働 け
る 企 業 の
割合

39 44.6

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）



別紙（13－3）

番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

政策評価結果を受けて
改善すべき点

特になし

評価結果の予算要求等
への反映状況

雇用保険制度については、現下の雇用失業情勢を踏まえ、平成２２年雇用保険法改正において、非正規労働者に対するセーフティ
ネット機能及び離職者に対する再就職支援の強化を重点にも直しを行ったところであり、引き続き適正な業務運営を徹底する。

不用額（千円）
135,702,314 279,954,861

＜0＞ ＜0＞

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）
1,349,592,338 1,980,506,363

＜161,188,500＞ ＜589,513,500＞

歳出予算現額（千円）
1,485,294,652 2,260,461,224

＜161,188,500＞ ＜589,513,500＞

流用等増△減額（千円）

予備費使用額（千円）

＜589,513,500＞

前年度繰越額（千円）

＜161,188,500＞ ＜160,174,500＞ ＜301,039,500＞ ＜246,595,500＞

（ 補 正 後 ）
1,485,294,652 2,260,461,224

＜161,188,500＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
1,485,294,652 1,579,776,939 2,679,016,913 2,253,605,538

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を
容易にするための保証等を図ること

評価方式 実績 Ⅳ－４－１
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 労働保険特別雇用勘定

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1 一般 厚生労働本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

合計

の内数 の内数

小計 の内数 の内数

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計
＜301,039,500＞ の内数 ＜246,595,500＞ の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

失業等給付費等労働保険特別会計雇
用勘定への繰入

失業等給付費等の財源の労働保険特別会計へ繰入れに必
要な経費

301,039,500 246,595,500

小計 2,679,016,913 2,253,605,538

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

失業等給付費 失業等給付に必要な経費 2,679,016,913 2,253,605,538

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

政策名 雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための保証等を図ること Ⅳ－４－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号

2,679,016,913

＜301,039,500＞ の内数

2,253,605,538

＜246,595,500＞ の内数
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

（億円） 22,214

（億円） 19,402

（億円） 14,917

（億円） 12,598

（億円） 41,535

（件） 7,346 前年度
以下

不正受給
の件数

7,101 8,442

積立金残
高

48,832 55,821

収入額 22,896 集計中

う ち 保 険
料

19,664 集計中

支出額 15,907 集計中

う ち 失 業
等給付費

13,496 集計中

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

政策の概要
 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職
業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付を支給する。

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　雇用失業情勢の悪化を受け、平成２１年度の受給者実人員（年度月平均）は971千人と前年度より62.5%増加しており、基本手当
給付額も前年度より増加する見込みである。そのような状況も踏まえ、現在暫定的に引き下げられている失業等給付に係る国庫負
担について、平成２３年度以降については、安定した財源を確保した上で、国庫負担を本則（１／４）に戻す旨が平成２２年改正
雇用保険法に盛り込まれており、本則復帰に取り組んでいくこととしている。
加えて、平成22年雇用保険法改正（当初予算関連）において、
①　非正規労働者の適用基準を緩和し、適用範囲を拡大
②　雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
等のセーフティネット機能等の強化を図ったところであり、今後はこれらの制度を適正に運営していくため、周知等を含めた円滑
な施行に取り組んでいくこととしている。

（必要性）
　雇用保険制度は特に厳しい経済状況下で大きな役割を果たすべき雇用のセーフティネットであり、セーフティネット
機能を強化しつつ、安定的な財政運営を確保する必要がある。

（効率性）
　雇用保険制度については、労働政策審議会において、費用負担者である、労働者・使用者の意見も伺いながら、効率
的・効果的な制度設計ができるよう努めている。
　また、平成２２年度からは、適用範囲の拡大に伴い、被保険者資格取得届に係る添付書類を提出不要とするなど、事
業主の負担軽減を通じた効率的な業務運営を図っている。

（有効性）
　平成２１年度は厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化を重点に、平成２１年度雇用
保険法改正により、以下の見直しを行った。
①非正規労働者の適用基準を緩和し、適用範囲を拡大
②雇止めの場合の受給要件の緩和
③再就職の支援が必要な方に対する給付日数を６０日分延長する個別延長給付の創設
④失業等給付に係る雇用保険料率を平成２１年度に限り、０．４％引き下げ（１．２％→０．８％）
　また、失業等給付に係る収支状況については、雇用失業情勢の悪化により、平成２１年度には約０．８兆円の単年度赤字が生じ
ることが見込まれ、平成２２年度以降も引き続き単年度赤字が見込まれていた。そのため、雇用保険財政の安定的運営を確保する
ため、平成２２年度雇用保険法改正（補正予算関連）により、第二次補正予算において、失業等給付に係る国庫負担として、3,500
億円の一般財源を追加投入した。
　これにより、当面の雇用保険制度の安定的運営が確保され、必要な給付に支障を来たすことはなかった。
加えて、厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化を図るため、雇用保険の適用範囲の拡
大等を内容とした平成２２年雇用保険法改正（当初予算関連）が平成２２年３月３１日に成立した（一部を除き、同年４月１日施
行）。
これにより、セーフティネット機能の更なる強化が図られた。

(反映の方向性）
施策全体として、予算規模の適正化等の見直しを検討

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業安定局

政策名
雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活動を容易にするための
保障等を図ること

番号 Ⅳ－４－１
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関係する施政方針演
説等内閣の重要政
策（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）
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番号

2,335,141

0

0

0

415,178,565

404,685,538

0

不用額（千円）

翌年度繰越額（千円）

支出済歳出額（千円）

流用等増△減額（千円）
0

歳出予算現額（千円）

予備費使用額（千円）

前年度繰越額（千円）
0

0

＜0＞

＜74,679,358＞

＜0＞

415,178,565

＜74,679,358＞

55,602,425

＜63,141,818＞

56,748,059

＜63,141,818＞

56,748,059

＜78,634,041＞

58,255,017

総合･実績･事業

（ 当 初 ）

多様な職業能力開発の機会を確保すること Ⅴ－１－１評価方式

＜0＞

政策評価調書（個別票①-1）

歳出予算額（千円）

政策名

20年度 22年度

＜58,061,202＞

【政策ごとの予算額等】

42,629,963

＜215,369＞ ＜282,935＞

＜0＞＜0＞

10,493,027

＜74,396,423＞

＜74,679,358＞

44,354,118

42,018,977

21年度

評価結果の予算要求等
への反映状況

施策目標の達成に必要な要求額を確保しつつ、執行状況等を勘案し、見直すべきところは見直している。

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

政策評価結果を受けて
改善すべき点

（ 補 正 後 ）

＜0＞

・公共職業訓練（離職者訓練・委託訓練）の修了者における就職率（６５％以上/平成２１、２２年度）
・公共職業訓練（離職者訓練・施設内訓練）の修了者における就職率（８０％以上/平成２１、２２年度）

施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける一方で、執行状況等を勘案し要求額を見直していく。

23年度要求額

0

44,354,118

＜0＞

＜78,418,672＞

＜0＞

＜78,634,041＞

＜78,634,041＞
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般会計 厚生労働本省 ▲ 1,347

Ａ 2 一般会計 厚生労働本省 ▲ 1,817

Ａ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ▲ 813,486

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】

職業能力開発の強化に必要な経費

項

職業能力開発強化費

職業能力開発強化費 職業能力開発の強化の推進に必要な経費

政策評価結果等
による見直し額

▲ 816,650

政策名

の内数

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構施設整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援施設整備に必要
な経費

独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金に必要な経
費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機運営費

事項

小計

独立行政法人雇用・能力開発機構施
設整備費

独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備に必要な経費

小計

合計

多様な職業能力開発の機会を確保すること Ⅴ－１－１

整理番号

予　算　科　目

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

対応表に
おいて○
となって
いるもの

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

対応表に
おいて●
となって
いるもの

小計

職業能力開発の強化に必要な経費職業能力開発強化費

独立行政法人雇用・能力開発機構運
営費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交付
金に必要な経費

22年度
当初予算額

3,348,472

14,359

53,385,228

56,748,059

の内数

の内数

56,748,059

の内数

61,946,066

1,195,752

＜63,141,818＞

＜63,141,818＞ の内数

23年度
要求額

3,347,289

11,631

54,896,097

58,255,017

の内数

の内数

1,539,086

の内数

＜58,061,202＞ の内数

▲ 816,650

＜58,061,202＞ の内数

58,255,017

56,522,116
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅴ－１－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 1 49,812 48,629 △ 1,183 △ 1,347 △ 1,347 執行状況等を踏まえ、通信運搬費等を削減

Ａ 2 5,338 3,521 △ 1,817 △ 1,817 △ 1,817 執行状況等を踏まえ、印刷製本費等を削減

Ａ 3 57,183 51,026 △ 6,157 △ 6,157 △ 6,157 執行実績を踏まえて消耗品費等の要求額を見直したことによる減

Ａ 3 29,526,825 31,541,285 2,014,460 △ 309,251 △ 309,251 一部の訓練定員の減等による削減

Ａ 3 953,086 1,219,575 266,489 △ 42,956 △ 42,956 事業実績を勘案し補助対象訓練生数を見直したことによる削減。

Ａ 3 49,683 60,375 10,692 △ 2,906 △ 2,906 事業実績を勘案し補助対象訓練生数を見直したことによる削減。

Ａ 3 144,976 135,426 △ 9,550 △ 9,550 △ 9,550 事業費のうち、主に印刷物の部数等を実績に基づき積算を行い削減。

Ａ 3 79,270 112,229 32,959 △ 430 △ 430 講習講師の謝金単価等を見直ししたことによる削減。

Ａ 3 261,278 291,010 29,732 △ 4,917 △ 4,917 実績を鑑み、職業能力評価基準の策定業種数の削減（７→５業種）

Ａ 3 2,589,733 2,325,214 △ 264,519 △ 437,089 △ 437,089 執行状況を踏まえ、事務管理費等を見直したことによる減

Ａ 3 41,819 41,589 △ 230 △ 230 △ 230 執行状況等を踏まえ、諸謝金等を削減。

教育訓練講座受講環境整備事
業費

キャリア・コンサルティング
普及促進事業

幅広い職種を対象とした職務
分析に基づいた包括的な職業
能力評価制度の整備

「ジョブ・カード制度」普及
促進事業

合計 △ 816,650 △ 816,650

能力開発基本調査費

ものづくり白書

能力開発対策事業費

離職者等の再就職に資する総
合的な職業能力開発プログラ
ムの展開

認定職業訓練助成事業費

キャリア形成のためのポータ
ルサイトの運営

全国団体等認定職業訓練特別
助成金

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 多様な職業能力開発の機会を確保すること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

多様な職
業能力開
発の機会
を確保す
ること

公共職業訓
練（離職者
訓練・委託
訓練）の修
了者におけ
る就職率

％ －

69.8%

【107.4％
】

68.3%

【105.1
％】

62.4％

【96.0％】

65%
(平成21
年度) 実績を踏まえ、それ

ぞれの訓練ごとにアウ
トカム指標として就職
率を設定している。

公共職業訓
練（離職者
訓練・施設
内訓練）の
修了者にお
ける就職率

％ －

78.5%

【98.1％】

74.5%

【93.1％
】

73.9％

【92.4％】

80%
(平成21
年度)

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

第百七十四回国会における
菅内閣総理大臣所信表明演説

平成22年6月11日

非正規労働者の正規雇用化を含めた雇用の安定確保、産業構造の変化に対応した成
長分野を中心とする実践的な能力育成の推進、ディーセント・ワーク、すなわち、
人間らしい働きがいのある仕事の実現を目指します。

新成長戦略 平成22年6月18日

ジョブ・カード取得者300万人

政策の概要

１　目的等
　労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できるような環境整備をすること
２　根拠法例等
　職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）

（総合的評価）
　公共職業訓練（離職者訓練）の修了者の就職率については、厳しい雇用失業情勢の影響もあり前年度実績を下回ったものの、目標
達成率は90％を超えており、公共職業訓練の実施は、新たな知識・技能の習得を通じた再就職の促進を図る上で、引き続き有効な施
策であると評価できる。
　多様な職業訓練機会の確保に当たっては、
①企業が行う人材育成に対する支援、
②技能検定の実施による労働者の技能習得意欲の増進及び労働者の社会的地位の向上、
③能力評価制度の整備を通じた労働市場で共通的に通用する職業能力の評価基準の策定
④労働者個人のキャリア形成を促進するためのキャリア・コンサルティング機能の強化
など、職業能力を活かすための環境整備に取り組む必要があるが、これらの施策についても概ね前年度と同様の実績をあげており、
これらの施策を実施することで、職業能力を発揮する環境整備に一定程度の効果があったものと考えられる。また、昨今、厳しい雇
用失業情勢が続いており、雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者等については、その失業期間が長期化していくことが
懸念されている。このため、平成21年度補正予算において「緊急人材育成・就職支援基金」を創設し、雇用保険を受給できない方に
対して、無料の職業訓練及び訓練期間中の生活給付を行う「緊急人材育成支援事業」を実施しているところである。
　このように、多様な職業訓練の機会を確保し、その能力を十分に発揮するためには、公共職業訓練等を通じた職業能力の向上を図
るとともに、それを生かすための環境整備を併せて実施していく必要があることから、今後とも効果的な施策の実施に努めていく。

【評価結果の概要】

（必要性）
　少子高齢化が急速に進行し、人口減少社会に突入した我が国において、経済社会を将来にわたって持続可能なものとしていくため
には、一人ひとりの能力を高め生産性を向上させていくことが不可欠である。
　さらに、最近の我が国の雇用失業情勢の悪化を踏まえ、新たな知識・技能の修得を通じた離職者等の再就職が促進されるよう、フ
リーターや母子家庭の母、子育て終了後の女性等、これまで職業能力開発形成機会に恵まれなかった方に対して、ジョブ・カード制
度の活用、離職者訓練の拡充等万全な措置を取ることが求められている。
　また、専門的・技術的職業の割合の増加や職務内容の高度化・多様化などが進む中で、労働者の職業能力を適正に評価して企業が
求める職業能力と労働者の持つ職業能力とのミスマッチを抑制することの重要性が高まるとともに、職業生活の長期化等を背景とし
て、働く者自らが職業生活設計を行う傾向が強まる中で、キャリア・コンサルティングの重要性が増している。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

（効率性）
　公共職業訓練（離職者訓練）は、施設内で国（（独）雇用・能力開発機構）が自ら行うとともに、都道府県が地域の実情に応じた
訓練を実施するほか、多様な人材ニーズに機動的に対応するため、民間で実施できるものについては専修学校などの民間教育訓練機
関等へ委託して実施しており、都道府県や民間を効果的に活用しているという観点から、効率的な施策であると評価できる。

（有効性）
　公共職業訓練（離職者訓練・委託訓練）及び公共職業訓練（離職者訓練・施設内訓練）の修了者における就職率については、厳し
い雇用失業情勢の影響もあり前年度実績を下回ったものの、目標達成率は90％を超えており、公共職業訓練（離職者訓練）の実施
は、多様な職業能力開発の機会を確保するために引き続き有効であると評価できる。

(反映の方向性）
　施策目標の達成に向けて進展しており、現在の取組を続ける。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業能力開発局

Ⅴ－１－１番号政策名 多様な職業能力開発の機会を確保すること

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等



別紙（13－3）

番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
・委託訓練活用型デュアルシステム修了者における就職率（６５％以上/平成２１、２２年度）

政策評価結果を受けて
改善すべき点

　新成長戦略に掲げられた「若者フリーター124万人」という目標を実現するため、今後も取組を行っていく一方で、執行状況等を勘
案し要求額を見直していく。

評価結果の予算要求等
への反映状況

新成長戦略に掲げられた「若者フリーター124万人」という目標を実現するため、必要な要求額を確保しつつ、執行状況等を勘案
し、見直すべきところは見直している。

不用額（千円）
1,676,224 1,078,759

＜215,369＞ ＜282,935＞

翌年度繰越額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
10,056,010 13,666,174

＜78,418,672＞ ＜74,396,423＞

歳出予算現額（千円）
11,732,234 14,744,933

＜78,634,041＞ ＜74,679,358＞

流用等増△減額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

予備費使用額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜74,679,358＞ ＜63,141,818＞

前年度繰越額（千円）
0 0

＜78,634,041＞ ＜74,679,358＞ ＜63,141,818＞ ＜58,061,202＞

（ 補 正 後 ）
11,732,234 14,744,933 12,153,118

＜78,634,041＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
11,530,010 13,201,560 12,153,118 3,446,408

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講
ずること

評価方式 総合･実績･事業 Ⅴ－２－１
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番号 （千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般会計 厚生労働本省 ▲ 74,200

Ａ 2 一般会計 厚生労働本省 ▲ 8

Ａ 3 労働保険特別会計 雇用勘定

Ａ 4

Ｂ 1 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｂ 2 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞＜ ＞

Ｂ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｂ 4 労働保険特別会計 雇用勘定 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

▲ 74,208
＜63,141,818＞ の内数 ＜58,061,202＞ の内数

の内数 の内数

合計
12,153,118 3,446,408

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計 の内数 の内数

＜63,141,818＞ の内数 ＜58,061,202＞ の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構施設整備費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援施設整備に必要
な経費

1,539,086

小計

独立行政法人雇用・能力開発機構施
設整備費

独立行政法人雇用・能力開発機構施設整備に必要な経費 1,195,752

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機運営費

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交付
金に必要な経費

56,522,116

▲ 74,208
の内数 の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

独立行政法人雇用・能力開発機構運
営費

独立行政法人雇用・能力開発機構運営費交付金に必要な経
費

61,946,066

小計
12,153,118 3,446,408

若年者に対する職業能力開発の推進に必要な経費 29,121 23,911

若年者等職業能力開発支援費 若年者に対する職業能力開発の支援に必要な経費 9,355,277 1,360,117

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

若年者等職業能力開発支援費 若年者に対する職業能力開発の支援に必要な経費 2,768,720 2,062,380

若年者等職業能力開発支援費

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】
政策名 若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること Ⅴ－２－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅴ－２－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 1 1,849,860 1,951,515 101,655 △ 74,200 △ 74,200 費用対効果等を踏まえ、サポステ1団体あたりの委託費を減額

Ａ 2 577 569 △ 8 △ 8 △ 8 執行状況等を踏まえ、印刷製本費を削減

合計 △ 74,208 △ 74,200 △ 8

若年労働者対策経費

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 若年者等に対して段階に応じた職業キャリア支援を講ずること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

地域若者サポートステーショ
ン事業
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

72.5%

【96.7％
】

70.5％
（暫定
値）

【108.5％
】

65%以上
(平成21
年度)

実績を踏まえ、アウトカム
指標として就職率を設定
している。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

新成長戦略
平成22年6月18日閣

議決定

第３章（６）雇用・人材戦略　～「出番」と「居場所」のある国・日本～
　【２０２０年までの目標】
　　『若者フリーター数124万人、地域若者サポートステーション事業による就職等
進路決定者数１０万人』

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

若年者等
に対して
段階に応
じた職業
キャリア支
援を講ず
ること

委託訓練
活 用 型
デュアル
シ ス テ ム
修了者に
おける就
職率

％ －

76.9%

【109.9％
】

政策の概要

１　目的等
　人口減少下においても、経済の発展を将来にわたって持続可能なものとしていくため、若者をはじめとする人材の育成を進め、一
人ひとりの能力を高め我が国の産業を支える人材の質を向上させる
２　根拠法例等
　職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　雇用失業情勢の悪化の影響を受けながらも、委託訓練活用型デュアルシステムの就職率は目標を達成する見込みとなっている。今
後も厳しい雇用情勢が続くことが見込まれるが、その中においても、各事業の拡充・強化を図り、若者の職業キャリア支援の一層の
充実を図っていく必要がある。

（必要性）
　現下の雇用失業情勢が依然として厳しい中、フリーターの数は、6年ぶりに増加（平成21年178万人）し、いわゆる「ニート」の数
は、依然として高水準で推移（平成21年63万人）している。
　このため、平成22年6月18日に閣議決定された[新成長戦略」において、平成32年までの目標として、「若者フリーター数124万
人」、「地域若者サポートステーション事業によるニートの就職等進路決定者10万人」が掲げられており、フリーター等への実践的
な職業訓練の実施や地域若者サポートステーション等によるニート等の若者の職業的自立支援を通じて、若者の働く意欲を引き出
し、その能力の向上を図り、就業に結びつけるための施策の推進が求められている。

（効率性）
　民間職業訓練機関における座学と企業実習を組み合わせた委託訓練活用型デュアルシステムは、民間活力を活用した訓練であり、
実施方法として効率的であると評価できる。

（有効性）
　平成21年度における委託訓練活用型デュアルシステムの就職率は70.5％（暫定値）であり、目標達成率が108.5％と高水準となっ
ている。
　→若年者等が就職の実現に必要な実践的な能力を習得するために本施策を実施することは、引き続き有効と考えられる。

(反映の方向性）
　新成長戦略に掲げられた「若者フリーター124万人」という目標を実現するため、今後も取組を行っていく。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業能力開発局

政策名
若年者等に対して段階に応じた職業キャリア
支援を講ずること

番号 Ⅴ－２－１
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法
・障害者職業能力開発校の修了者における就職率（６０％以上/平成２１、２２年度）

政策評価結果を受けて
改善すべき点

　障害者職業能力開発校では、平成19年に障害者施策推進本部が決定した「重点施策実施５か年計画」に基づき、｢職業訓練上特別な
支援を要する障害者｣を重点的に受け入れているところである。
　今後も引き続き、特別支援障害者の受入れを推進するとともに、障害の重度化、多様化に対応したきめ細やかな職業訓練の実施に
より、障害者の職業キャリア形成支援に取り組んでいく一方で、執行状況等を勘案し要求額を見直していく。

評価結果の予算要求等
への反映状況

　特別支援障害者の受入れを推進するとともに、障害の重度化、多様化に対応したきめ細やかな職業訓練の実施により、障害者の職
業キャリア形成支援に取り組むために必要な要求額は確保しつつ、執行状況等を勘案し、見直すべきところは見直している。

不用額（千円）
946,776 470,391

＜0＞ ＜0＞

翌年度繰越額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
6,748,391 6,989,259

＜742,261＞ ＜872,768＞

歳出予算現額（千円）
7,695,167 7,459,650

＜742,261＞ ＜872,768＞

流用等増△減額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

予備費使用額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜872,768＞ ＜868,191＞

前年度繰越額（千円）
0 0

＜742,261＞ ＜872,768＞ ＜868,191＞ ＜843,995＞

（ 補 正 後 ）
7,695,167 7,459,650 7,158,526

＜742,261＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
7,699,689 7,459,903 7,158,526 7,043,892

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名
福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をす
ること

評価方式 総合･実績･事業 Ⅴ－２－２
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番号 （千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般会計 厚生労働本省 ▲ 4,545

Ａ 2 一般会計 厚生労働本省 ▲ 170

Ａ 3 労働保険特別会計 雇用勘定 ▲ 7,494

Ａ 4

Ｂ 1 一般会計 厚生労働本省

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

▲ 12,209
の内数 の内数

の内数 の内数

合計
8,026,717 7,342,504

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計 の内数 の内数

の内数 の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計
868,191 843,995

▲ 12,209
の内数 の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構運営費交付金

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構運営費交付
金に必要な経費

868,191 843,995

小計
7,158,526 6,498,509

障害者等に対する職業能力開発の推進に必要な経費 2,721,456 2,739,509

障害者職業能力開発支援費 障害者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費 1,371,234 843,995

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

障害者等職業能力開発支援費 障害者等に対する職業能力開発の支援に必要な経費 3,065,836 2,915,005

障害者等職業能力開発支援費

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】
政策名 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること Ⅴ－２－２

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅴ－２－２

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 1 451,963 453,300 1,337 △ 4,545 △ 4,545
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業については、執行状況を踏まえ、障害者
支援機関活用事業及び特別支援学校と連携した早期委託訓練事業の効率化を図るこ
とにより新たな訓練メニューの追加による要求額の増を抑えた

Ａ 2 929 759 △ 170 △ 170 △ 170
障害者職業訓練指導員経験交流事業については、執行状況を踏まえ会場借料の見直
しによる削減を実施

Ａ 3 1,371,234 1,389,378 18,144 △ 7,494 △ 7,494
障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業については、執行状況を踏まえ、障害者
支援機関活用事業の効率化を図ることにより新たな訓練メニューの追加による要求
額の増を抑えた

合計 △ 12,209 △ 12,209

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容

障害者の態様に応じた多様な
委託訓練の実施

障害者職業訓練指導員経験交
流事業費

障害者の態様に応じた多様な
委託訓練の実施

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支援等をすること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）
見直し額（A)

（B)+（C)-重
複
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

59.0%

【98.3％
】

49.9％
（暫定
値）

【83.2％】

60%以上
(平成21
年度)

実績を踏まえ、アウトカム
指標として就職率を設定
している。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

福祉から
自立へ向
けた職業
キャリア形
成の支援
等をする
こと

障害者職
業能力開
発校の修
了者にお
ける就職
率

％ －

65.7%

【109.5％
】

政策の概要

①障害者への支援を図ること
　障害者の雇用促進を図ることを目的として障害者の身体的又は精神的な事情等に配慮した職業訓練等の事業を実施している。
②母子家庭の母等への支援を図ること
　「自立支援プログラム」に基づき就労支援を行う児童扶養手当受給者及び生活保護受給者に対し、民間教育訓練機関等を活用し、
職業に就くための準備段階としての講習（ビジネス・マナー講習等）を実施した後、引き続き、実際の職業に必要な技能・知識を習
得させるための職業訓練を実施している。

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　障害者職業訓練の修了者の就職率については、厳しい雇用情勢の影響を受け、目標を下回る結果となったが、障害者等の労働市場
への参入を促進するとともに、就職を希望する障害者の身近な地域において、障害の態様や企業ニーズに対応した多様な職業訓練機
会を提供することは、福祉から自立に向けた職業キャリアを形成する上で効果的な支援策となっている。

（必要性）
　働くことを希望する障害者が、その能力を最大限に発揮でき、またそうした障害者の就労を通じた社会参加を実現、職業的自立を
促進するため、障害者への身体的又は精神的な事情等に配慮した職業訓練を実施する必要がある。
　「自立支援プログラム」に基づき福祉事務所を通じて職業訓練の受講を希望する児童扶養手当受給者及び生活保護受給者の職業的
自立を促進するため、これらの者の特性に配慮した職業訓練を実施する必要がある。

（効率性）
　定員合理化計画に基づき、管理職員の人員削減を進めている。
　また、職業訓練ニーズの低下した訓練科目を廃止するとともに、障害状況等に応じた訓練科目の整備等を行い、職業訓練機会の拡
大や訓練内容の拡充を図っているところである。
　

（有効性）
　平成21年度の就職率は、ハローワークにおける障害者の就職率（36.0%）を上回ったものの、厳しい雇用失業情勢の影響により前
年度実績を下回っており、特に精神障害者等の「職業訓練上特別な支援が必要な障害者」はその影響が大きく、個々の障害に応じた
職業訓練を実施する必要がある。
　障害者職業能力開発校における職業訓練は、障害者の労働市場への参入を促進する上で、引き続き有効な役割を果たしていると評
価できるが、障害の状況に応じたより専門的な職業訓練を実施する必要がある。

(反映の方向性）
　障害者職業能力開発校では、平成19年に障害者施策推進本部が決定した「重点施策実施５か年計画」に基づき、｢職業訓練上特別
な支援を要する障害者｣を重点的に受け入れているところである。
　今後も引き続き、特別支援障害者の受入れを推進するとともに、障害の重度化、多様化に対応したきめ細やかな職業訓練の実施に
より、障害者の職業キャリア形成支援に取り組んでいく。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業能力開発局

政策名
福祉から自立へ向けた職業キャリア形成の支
援等をすること

番号 Ⅴ－２－２
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番号

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

・３級技能検定の受検者数（前年度実績（270,914人）以上/平成２１、２２年度）

政策評価結果を受けて
改善すべき点

　達成すべき目標値に実績値が到達しており、有効な実施手段や実施規模であると評価できる。今後も、執行状況等を踏まえ、効率
的に施策を実施していく。

評価結果の予算要求等
への反映状況

　達成すべき目標値に実績値が到達しており、有効な実施手段や実施規模であると評価できることから、引き続き要求を行う一方
で、執行状況等を勘案し、見直すべきところは見直している。

不用額（千円）
18,208 94,163

＜0＞ ＜0＞

翌年度繰越額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
1,374,582 1,565,990

＜0＞ ＜0＞

歳出予算現額（千円）
1,392,790 1,660,153

＜0＞ ＜0＞

流用等増△減額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

予備費使用額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞

＜0＞ ＜0＞

前年度繰越額（千円）
0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

（ 補 正 後 ）
1,392,790 1,660,153 955,514

＜0＞

歳出予算額（千円） 20年度 21年度 22年度 23年度要求額

（ 当 初 ）
1,392,790 1,660,153 955,514 735,012

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名 技能継承・振興のための施策を推進すること 評価方式 総合･実績･事業 Ⅴ－３－１
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番号 （千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 労働保険特別会計 雇用勘定 ▲ 129,308

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

▲ 129,308
の内数 の内数

の内数 の内数

合計
955,514 735,012

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計 の内数 の内数

の内数 の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

小計

▲ 129,308
の内数 の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

小計
955,514 735,012

項 事項
22年度

当初予算額
23年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

技能継承・振興推進費 技能継承・振興の推進に必要な経費 955,514 735,012

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理】
政策名 技能継承・振興のための施策を推進すること Ⅴ－３－１

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 Ⅴ－３－１

22年度
当初
予算額

23年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による

見直し額
（C)

Ａ 1 955,514 735,012 △ 220,502 △ 129,308 △ 129,308
「地域・業界におけるものづくり分野の技能振興事業の推進」事業等の廃止及び各
種技能競技大会等の推進事業における業務管理費の縮減等

△ 129,308合計 △ 129,308

ものづくり立国の推進

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 技能継承・振興のための施策を推進すること

事務事業名 整理番号

予算額（千円）
見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容
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単位 基準値 目標値

（年度） 19年度 20年度 21年度 （年度）

198,449
人

【124.3
％】

270,914
人

【136.5％
】

前年度
以上

(平成21
年度)

　優れた技能の維持・
継承を図るためには
若年者の確保・育成
が不可欠であることを
鑑み、企業の将来を
担う若年者について
有効的かつ効果的に
技能への魅力向上を
図ることができたかを
確認できる指標とし
た。

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

施政方針演説等 年月日 記載事項（抜粋）

達成目標 指標名 実　績　値 達成目標・指標の
設定根拠・考え方

技能継
承・振興
のための
施策を推
進すること

３級技能
検定の受
検者数

人 －

159,606
人

【113.1％
】

政策の概要
　我が国の産業競争力の基盤となる高付加価値製品の生産、質の高いサービスの提供のために不可欠な「現場力」（も
のづくりの現場をはじめ様々な現場における実践的な経験に裏打ちされた技能・技術、問題解決能力、管理能力）やそ
れを支える人材の育成・確保を図るための取組を総合的に推進する。

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　目標指標である３級技能検定の受検者数が目標値を上回る水準を維持していることは、ものづくり企業の時代を担う
若年者が増加していると考えられることから、技能継承・振興のための施策を推進するという施策目標を達成する上で
有効かつ効果的な施策であると評価できる。

（必要性）
　近年、我が国では、これまでものづくりの現場を支えてきた熟練した技能やノウハウを有する団塊の世代の方々が
徐々に引退過程を迎えており、さらに、若年者のものづくり離れの動きが止まないことから、「ものづくり」の基盤の
維持・向上が喫緊の課題となっている。これら熟練技能は、我が国の競争力の大きな源泉となっていることから、もの
づくり技能の魅力や重要性に対する認識をさらに高め、若年者の就業意欲の喚起や円滑な技能の継承といった具体的な
成果につなげていくことが重要である。

（効率性）
　技能の重要性、必要性についての啓発を図るための技能啓発等推進事業等の実施について、前年同様の事業規模によ
りを展開する中において、目標指標である３級技能検定の受検者数が増加していることから、より効率的に事業を実施
できたものと評価できる。

（有効性）
　目標指標である３級技能検定の受検者数が目標値を上回る水準を維持していることから、技能の重要性、必要性につ
いての啓発を図るための技能啓発等推進事業等の施策は、技能継承・振興を推進する上で、有効な実施手段や実施規模
であると評価できる。

(反映の方向性）
　達成すべき目標値に実績値が到達しており、有効な実施手段や実施規模であると評価できる。今後も、より効率的に
施策を実施していく。

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成２２年８月 担当部局名：職業能力開発局

政策名 技能継承・振興のための施策を推進すること 番号 Ⅴ－３－１
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